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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学部品（１２）を欠陥がないか検査するための検査モジュール（４６）であって、
　検査ステーションと、該検査ステーションを通過するエンドレスラインにおいて巡回す
る一連の運搬容器（１０）とを有し、
　前記検査ステーションは、照射装置と、画像認識センサ（３４）と、画像処理手段とを
含み、前記光学部品（１２）は、一方の側から照射を受け、その側とは反対にある側から
解像センサ（３４）によって観測され、該センサ（３４）の画像データが欠陥の識別のた
めに該画像処理手段に転送され、該光学部品は運搬容器（１０）の中で直に検査され、該
運搬容器（１０）は、その上端において開口し、液が充填され、それぞれ透明な蓋によっ
て閉鎖可能であり、運搬容器（１０）は、検査ステーション（７２）を通過する間、透明
な蓋（１８）により、蓋（１８）の内面（３０）が液（２８）によって濡されるようなや
り方で閉鎖され、ハンドリング手段（５６、５８）は各運搬容器（１０）とシンクロして
作動し、該ハンドリング手段（５６、５８）により、検査される各光学部品（１２）を、
検査ステーション（７２）よりも上流側のエンドレスライン上の位置（６４）で、それぞ
れの運搬容器（１０）中に導入され、検査された部品（１２）を、該エンドレスライン上
の別の位置で、運搬容器（１０）から再び取り出される検査モジュール。
【請求項２】
　運搬容器（１０）が円筒形であり、透明な材料からなる底（１６）を有する、請求項１
記載の検査モジュール。
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【請求項３】
　照射装置（３２）が、運搬容器（１０）が蓋側（１８）から照射を受けるように検査ス
テーションに配設され、画像認識センサ（３４）が、底（１６）を観測することができる
ように配設されている、請求項２記載の検査モジュール。
【請求項４】
　検査ステーション（７２）が、底（１６）の内面上に位置する検査される光学部品（１
２）を画像認識センサ（３４）上に結像することができるようなシャープネス範囲（３８
）を有する像形成光学手段（３６）を含む、請求項３記載の検査モジュール。
【請求項５】
　底（１６）の厚さ及び底（１６）と蓋（１８）との距離が、底（１６）の外面（４０）
と同様に、像形成光学手段（３６）のシャープネス範囲（３８）の外にくるように、運搬
容器（１０）が寸法決定されている、請求項４記載の検査モジュール。
【請求項６】
　検査ステーション（７２）の通過の前に、液（２８）から気泡を除くための手段が設け
られている、請求項５記載の検査モジュール。
【請求項７】
　該気泡除去手段が超音波で作動する、請求項６記載の検査モジュール。
【請求項８】
　該エンドレスラインが、一列縦隊に配設された運搬容器（１０）の連鎖によって形成さ
れ、該連鎖（５２）が、互いから一定の距離をおいて配設され、並行な回転軸を有する第
一及び第二のターンテーブル（４８、５０）の周りを通される、請求項７記載の検査モジ
ュール。
【請求項９】
　検査される部品（１２）を容器（１０）中に導入し、検査を実施するための第一のハン
ドリング手段が該第一のターンテーブル（４８）とともに回転し、検査された光学部品（
１２）を取り出すための第二のハンドリング手段が第二のターンテーブル（５０）ととも
に回転する、請求項８記載の検査モジュール。
【請求項１０】
　該第一のハンドリング手段が、検査される光学部品（１２）を導入した後で容器（１０
）の上に蓋（１８）を配し、検査の後で蓋（１８）を取り外すためのグリッパ（５６）を
有する、請求項９記載の検査モジュール。
【請求項１１】
　該第二のハンドリング手段が、第二のターンテーブル（５０）の入口領域（７６）にお
いて液に浸漬可能であり、光学部品（１２）を把持し、第二のターンテーブル（５０）の
出口領域（８４）において光学部品（１２）とともに液（２８）から出され得るグリッパ
（５８）を有する、請求項１０記載の検査モジュール。
【請求項１２】
　第二のターンテーブル（５０）の入口領域（７６）と出口領域（８４）との間に、液（
２８）を吸引によって容器（１０）から取り出し、新たな液と交換することができる液交
換のための領域が設けられている、請求項１１記載の検査モジュール。
【請求項１３】
　検査される部品（１２）を供給し、検査された部品（１２）を取り去るための運搬手段
（５４）が両ターンテーブル（４８、５０）の間に配設されている、請求項１２記載の検
査モジュール。
【請求項１４】
　ハンドリング手段を誘導するために、固定カム（６０、６２）が容器の連鎖（５２）に
沿って設けられている、請求項１３記載の検査モジュール。
【請求項１５】
　液を充填された容器（１０）が連続的に駆動される、請求項１４記載の検査モジュール
。
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【請求項１６】
　光学部品（１２）を欠陥がないか検査するための検査装置であって、複数の検査モジュ
ールを含み、
　各検査モジュール（４６Ａ～Ｆ）は、対応するコンピュータ（９０Ａ～Ｆ）によって、
共通のサーバ（９４）を有するネットワーク（９２）に接続され、検査ステーションと、
該検査ステーションを通過するエンドレスラインにおいて巡回する一連の運搬容器（１０
）とを含み、
　検査ステーションは、照射装置と、画像認識センサ（３４）と、画像処理手段とを含み
、前記光学部品（１２）が一方の側から照射を受け、その側とは反対にある側から解像セ
ンサ（３４）によって観測され、該センサ（３４）の画像データが欠陥の識別のために該
画像処理手段に転送され、該光学部品は運搬容器（１０）の中で直に検査され、該運搬容
器（１０）は、その上端において開口し、液が充填され、それぞれ透明な蓋によって閉鎖
可能であり、運搬容器（１０）は、検査ステーション（７２）を通過する間、透明な蓋（
１８）により、蓋（１８）の内面（３０）が液（２８）によって濡されるようなやり方で
閉鎖され、ハンドリング手段（５６、５８）は各運搬容器（１０）とシンクロして作動し
、該ハンドリング手段（５６、５８）により、検査される各光学部品（１２）を、検査ス
テーション（７２）よりも上流側のエンドレスライン上の位置（６４）で、それぞれの運
搬容器（１０）中に導入され、検査された部品（１２）を、該エンドレスライン上の別の
位置で、運搬容器（１０）から再び取り出される検査装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、請求項１の前文に記載の、光学部品を欠陥がないか検査するための検査モジュ
ールに関する。
【０００２】
連続的に製造される光学部品、例えばコンタクトレンズは、かききず、ボイド又はエッジ
の破損などの欠陥がないか検査しなければならない。その目的のために、光学部品を透過
光で照らし、解像センサによって観察することが知られている。すると、光の屈折又は散
乱を生じさせる欠陥が暗く写る。解像センサによって提供された画像データは画像処理手
段によって評価される。その結果、欠陥品として識別された部品は不合格となる。
【０００３】
問題は、該部品が高速で連続して製造されることにある。したがって、検査モジュールは
、高いスループットを可能にしなければならない。既知の検査装置は比較的低速であり、
したがって、そのスループットはひどく制限される。更には、既知の検査装置は構造が複
雑である。
【０００４】
本発明の基礎にある課題は、冒頭で言及した類の検査モジュールを、検査される光学部品
の高いスループットが可能になるような方法で、簡単な手段を使用して構成することであ
る。
【０００５】
本発明は、請求項１に記載された特徴によってこの課題を解決する。本発明の検査モジュ
ールの他の重要な実施態様に関しては、従属項を参照されたい。
【０００６】
検査のために、検査される部品、例えばコンタクトレンズは、液を満たされた運搬容器中
に導入される。理由は、液中にあると、応力を受けない状態になるからである。試料は、
運搬容器の中で静かに底まで沈む。該容器は、該部品が底で実質的に所定の位置をとるこ
とができるような形状である。本発明によると、運搬容器が検査ステーションを通過する
時、運搬容器は透明な蓋によって閉鎖される。この蓋の内面、少なくとも検査光線の領域
は、液によって濡らされる。照射は透明な蓋を通して起こるため、蓋を濡らすことは、運
搬容器の動きによって引き起こされる、計測を害するおそれのある液面の変動、例えば波
立ちが起こらないことを保証する。運搬容器のこの構造が、コンタクトレンズの光学検査
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を運搬容器の中で直に実施することを可能にし、別個の工程の必要性を除く。コンタクト
レンズを運搬容器に入れて運ぶと同時にその容器の中でコンタクトレンズを検査するおか
げで、検査されるコンタクトレンズの高速スループットが可能になり、効率的且つ経済的
な検査が保証される。検査中、運搬容器は蓋によって閉鎖されているため、外部の影響、
例えば液の波動を排除することができ、ライン上の容器ごとに再現可能な計測が可能にな
る。光学部品は、検査された後、再び液から取り出され、「良品」又は「不良品」として
運び出される。本発明によると、該容器は、エンドレスラインに沿って検査ステーション
に通され、したがって、各容器を簡単且つ低廉に誘導することができる。更に、ハンドリ
ング手段が各容器とシンクロして作動するため、個々のハンドリング工程に十分な期間が
利用可能であり、そのため、高いスループットにもかかわらず、信頼し得るコンタクトレ
ンズ検査が達成される。
【０００７】
総じて、運搬容器そのものがすでに光学部品の検査のための光学的性質を備えており、個
々の運搬容器を誘導するための費用が、それらの容器をエンドレスラインに沿って配設す
ることによって最小限になるため、構造及び誘導に関して簡素である検査モジュールが本
発明によって提供される。
【０００８】
該容器は、透明な材料からなる底をもってプリズム状に構成することもできるし、開口端
を透明な蓋によって閉鎖することもできる。そして、該容器は、検査ステーションで蓋側
から照射を受け、センサによって底を介して観測される。検査される光学部品の寸法に適
合させた容器のプリズム形状は、検査される部品が所定の態様で液中を底まで沈み、そこ
で所定の位置をとることを保証する。
【０００９】
底の内面に位置した検査される光学部品は、検査される光学部品をカバーするシャープネ
ス範囲を有する像形成光学手段により、解像センサ上に結像される。底の厚さ及び底と蓋
との距離は、蓋が底の外面と同様に像形成光学手段のシャープネス範囲の外にくるのに十
分な大きさで選択すべきである。蓋及び底の外面は、それら自体が、容器のハンドリング
によるかききずなどを有するかもしれない。しかし、これらの面は、光学部品のセンサ上
への結像のシャープネス範囲の外である。したがって、蓋又は該外面上のかききず、ほこ
り又は他の欠陥は、センサによって鮮鋭には見えず、検査される光学部品における欠陥の
幻影を作り出すことはできない。
【００１０】
検査される光学部品が液に導入される時、検査される光学部品中の欠陥の幻影を作り出す
であろう気泡が部品に付着することがある。本発明の有利な発展態様では、検査モジュー
ルは、計測の前に液から気泡を除くための手段を有する。気泡除去手段は、例えば、超音
波で作動することができる。
【００１１】
本発明の検査モジュールの好ましい実施態様では、エンドレスラインは、互いに距離をお
いて延びる並行な回転軸を有する第一及び第二のターンテーブルの回りを通過せしめられ
る該容器の連鎖によって形成される。検査される光学部品を導入し、検査を実行するため
の第一のハンドリング手段が第一のターンテーブルとともに回転し、検査された光学部品
を取り出すための第二のハンドリング手段が第二のターンテーブルとともに回転する。第
一のハンドリング手段は、検査される光学部品の導入の後で該容器の上に蓋を配置し、検
査の後で蓋を取り外すためのグリッパを含むことができる。第二のハンドリング手段は、
第二のターンテーブルの入口領域で液に浸漬し得、光学部品を把持し、第二のターンテー
ブルの出口領域で光学部品とともに液から抜け出し得るグリッパを含むことができる。第
二のターンテーブルの入口領域と出口領域との間には、液が吸引によって容器から取り出
され、新たな液と交換される液交換領域を設けることができる。該容器の連鎖の移動方向
に対して直角に延びる、検査される部品を供給し、検査された部品を取り出すための運搬
手段をターンテーブルとターンテーブルとの間に配設することができる。該ハンドリング
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手段は、ハンドリング手段がその上を通過する固定カムによってエンドレスラインに沿っ
て誘導され得る。液が充填された該容器は、連続的に駆動され得る。この類のカム誘導は
実現しやすい。個々の該容器の噛合が固定連結を提供し、総じて、誘導に要する費用が最
小限になる。
【００１２】
更には、第一のハンドリング手段は単純に第一のターンテーブルとともに回転し、第二の
ハンドリング手段は第二のターンテーブルとともに回転する。したがって、別個の同期化
は不要である。高いスループットを得るために該容器の連鎖及びターンテーブルが比較的
高速で作動している時でも、該ハンドリング手段の種々の機能にとって十分な時間がある
。したがって、該ハンドリング手段は、比較的ゆっくりと動かしてよい。これが、該ハン
ドリング手段が該容器の連鎖とともにその上を通過する固定カムによって簡単にハンドリ
ング手段を誘導する、例えばグリッパを上昇させることを可能にする。また、ハンドリン
グ手段の同時作動のおかげで、該容器の連鎖の駆動を定速で連続的に、すなわち無段階的
に実施することができる。これもまた簡素化をもたらす。
【００１３】
総じて、このように構成された検査モジュールは、比較的小さく簡素で低廉である。した
がって、上述の類の複数の検査モジュールそれぞれがそれぞれのコンピュータによって共
通のサーバに接続されるような方法で、光学部品、特にコンタクトレンズを欠陥がないか
検査するための検査装置を構成することが可能である。１個の検査モジュールが故障した
としても、全体の検査能力が失われて必然的に製造の中止を招くようなことはなく、高い
割合、例えば８０％の検査能力が維持される。
【００１４】
以下、添付図面を参照しながら本発明の例示的な実施態様を詳細に説明する。
【００１５】
図１において、符号１０は、その中でコンタクトレンズ１２が欠陥、例えばかききず、ボ
イドなどがないか検査される容器を示している。容器１０は、プリズム状の基本的形状、
ここでは具体的に円筒状の基本的形状である。コンタクトレンズ１２は、容器１０の内壁
１４から離間した状態で、該容器の底に静止している。該容器は、透明な厚い底１６を有
している。容器１０は、その上端において、透明な材料からなるストッパ様の蓋１８によ
って閉鎖されている。蓋１８は、容器１０の上縁２２に載るヘッドピース２０と、容器１
０の中に突出するストッパ部２４とを有している。ストッパ部２４と容器１０の内壁１４
との間には隙間２６が形成されている。容器１０は、液２８、すなわち水が充填されてい
る。液２８は、蓋１８の下面３０を濡らし、隙間２６の中をわずかに上昇している。
【００１６】
図１に示すように、容器１０は、照射装置３２から発せられた光を上から照射される。該
光は、透明な蓋１８及び液２８を通過し、検査されるコンタクトレンズ１２に当たる。コ
ンタクトレンズ１２は、解像センサ３４によって観測される。そのために、コンタクトレ
ンズ１２は、像形成光学系３６によってセンサ３４上に結像される。コンタクトレンズに
おける光学的欠陥が入射光の散乱又は偏向を引き起こす。したがって、そのような欠陥は
画像中で暗く写る。像形成光学系３６による結像は、図１中、両方向矢印３８によって示
すシャープネス範囲を有している。蓋１８の面３０及び底１６の外面は、そのシャープネ
ス範囲３８の外にある。これらの面は、容器又は蓋１８のハンドリングの間にかききずな
どを負っているかもしれない。しかし、そのような欠陥は、センサ３４によって鮮鋭には
見えず、検査されるコンタクトレンズ１２における欠陥の幻想を作り出すことができない
。蓋１８の該面が液２８によって濡れているという事実のおかげで、照射方向における液
の表面が正確に画定される。該表面は、容器１０の振動又は移動の結果として変動したり
波を立てたりして検査を困難にすることはない。
【００１７】
図２において、符号４６は検査モジュール全体を示す。検査モジュール４６は、互いに距
離をおいて配設され、互いに並行な軸を有する２個のターンテーブル４８及び５０を有し



(6) JP 4414595 B2 2010.2.10

10

20

30

40

50

ている。容器の連鎖５２は、ターンテーブル４８及び５０の周囲を巡回する。容器の連鎖
５２は、図１に示す類の液が充填された容器１０を一列に配設したものからなる。容器の
連鎖５２の各容器１０は、エンドレスラインとして２個のターンテーブル４８及び５０の
周囲を移動する。２個のターンテーブル４８及び５０の間には、検査されるコンタクトレ
ンズを供給し、検査されたコンタクトレンズを取り出すための運搬装置５４が配設されて
いる。運搬装置５４は、ターンテーブル４８及び５０の間を動く容器の連鎖５２の直線セ
クションに対して直角に容器の連鎖５２の上を延伸している。ターンテーブル４８及び５
０は連続的に、すなわち一定の回転速度で回転する。
【００１８】
同様に、グリッパ５６及び５８の形態のハンドリング手段がそれぞれターンテーブル４８
及び５０とともに連続的に回転する。明確に示すため、図２においては、そのようなグリ
ッパ５６及び５８は１個ずつしか示されてない。実際には、グリッパ５６及び５８は、１
個のそのようなグリッパ５６及び５８がターンテーブル４８及び５０の外寄り半円上で容
器の連鎖５２中の容器１０それぞれの上方に位置し、その容器１０とともに回転するよう
な方法で放射状に配設される。したがって、これらの外寄り半円上では、容器１０とそれ
ぞれのグリッパ５６及び５８との間に周方向の相対移動は起こらない。グリッパ５６及び
５８は、カム６０及び６２によってそれぞれ昇降させられる。カム６０及び６２は、対応
するターンテーブル４８及び５０それぞれの回転軸の周りに円形状に延びている。
【００１９】
容器の連鎖５２の直線状の入口側セクション６４では、運搬装置５４によって供給された
コンタクトレンズが容器１０中に導入される。該容器の循環路のセクション６６では、コ
ンタクトレンズは、図１に示したように、液中を容器１０の底まで沈み込む。該循環路の
セクション６８では、蓋１８（図１）が、対応する容器１０の上方に位置するグリッパ５
６によって容器１０の上に配される。その目的のために、グリッパ５６は、カム６０によ
って降下させられる。グリッパ５６は、蓋１８を吸引によって拾い上げ、それを容器１０
の上に配した後それを解放する吸引ヘッドを有している。グリッパ５６はまた、コンタク
トレンズ１２の導入又は計測のために容器１０の上部開口を開けておくため、カム（図示
せず）によって容器の脇に移動させれ得る。
【００２０】
蓋１８が配された後、検査されるコンタクトレンズ１２に付着している恐れのある気泡が
セクション７０で除去される。これは、超音波によって実施することができるが、ここで
は詳細には示さない。セクション７０からの出口では、コンタクトレンズ１２は容器１０
の底まで沈んでおり、気泡は除去されており、蓋１８は配されており、その下面は液によ
って濡らされている。
【００２１】
引き続くセクション７２において、図１を参照して説明したように、コンタクトレンズの
検査が実施される。その時、グリッパ５６は、カム誘導によって照射装置３２の光路の外
に移動される。
【００２２】
セクション７４において、蓋１８が再び容器１０から持ち上げられる。その目的のために
、グリッパ５６が再び蓋１８の上に降ろされる。吸引ヘッドが吸引によって蓋を拾い上げ
た後、ターンテーブル４８の、容器の連鎖５２が通過しない内寄り半円にわたってグリッ
パ５６によって持ち上げておく。次に、ターンテーブル４８の半回転後、セクション６８
で、グリッパ５６が、コンタクトレンズ１２を導入された新たな容器１０の上に蓋１８を
再び配する。
【００２３】
そして、蓋１８のない容器１０は、図２に示すエンドレスラインの下部直線セクションを
通過して第二のターンテーブル５０に達する。
【００２４】
第二のターンテーブル５０とともに、明確に示すため図２においては１個しか示さない、
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グリッパ５８の形態のハンドリング手段が同様に回転している。該グリッパは、容器の連
鎖５２の個々の容器１０まで星形に延び、それぞれが図２に示すターンテーブル４８から
遠い外寄り半円上で容器１０の１個とともに回転する。グリッパ５８は、カム６２によっ
て昇降させることができる。
【００２５】
　セクション７６において、グリッパ５８は容器１０中に浸漬される。セクション７８に
おいて、容器１０の底に位置するコンタクトレンズ１２が、グリッパ５８に装着された吸
引ヘッドにより、吸引によって拾い上げられる。
【００２６】
セクション８０及び８２は、液を交換するように働く。セクション８０において、吸引に
よって液が除去される。セクション８２において、新鮮な液が導入される。これは、グリ
ッパ５８に設けられた流路によって実施することができる。最後に、セクション８４にお
いて、グリッパ５８が、吸引によって拾い上げられたコンタクトレンズ１２とともに、カ
ム６２によって容器の外に持ち出される。
【００２７】
そして、グリッパ５８は、吸引によって拾い上げられたコンタクトレンズ１２とともに、
ターンテーブル５０の内寄り半円上を移動し続ける。コンタクトレンズ１２を取り除かれ
た容器１０は、図２に示すエンドレスラインの上部直線セクションに沿ってターンテーブ
ル４８まで移動し続ける。そこで、前記一連の動作が繰り返される。グリッパ５８は、領
域８６で、検査されたコンタクトレンズを運搬装置５４の上に降ろす。そして、これらの
検査されたコンタクトレンズは、矢印８８によって示すように、運搬装置によって運び出
される。
【００２８】
図３は、図２に示した類の複数の検査モジュール４６Ａ、４６Ｂ、４６Ｄ、４６Ｅ及び４
６Ｆを含むコンタクトレンズの検査装置を略示している。各検査モジュール４６Ａ、４６
Ｂ、４６Ｃ、４６Ｅ及び４６Ｆは、対応するコンピュータ９０Ａ、９０Ｂ、９０Ｃ、９０
Ｄ、９０Ｅ及び９０Ｆにそれぞれ接続されている。コンピュータ９０Ａ、９０Ｂ、９０Ｃ
、９０Ｄ、９０Ｅ及び９０Ｆは、ネットワーク９２においてサーバ９４に接続されている
。余裕をもたせる理由から、ネットワーク９２は、第二のサーバ９４Ａを含むことが有利
である。ネットワーク９２は、モニタ９６及び入力キーボード９８に接続されている。ネ
ットワーク９２は、検査装置の障害の遠隔診断のため、データライン１００を介して制御
中枢、例えば検査装置の製造者に接続することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　液を充填された容器を透明な蓋及び検査されるコンタクトレンズとともに示す
図である。
【図２】　検査モジュールの平面図である。
【図３】　図２の検査モジュール複数からなる検査装置を示す図である。
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